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１． 事業概要 

1-1 「東京手仕事」概要 

東京の伝統工芸の技術を活用しながら、異業種との連携によって、時代に合った

商品を開発する取り組みの支援や、展示会への出展及び各種プロモーション、マー

ケティング支援等による国内外への普及促進を総合的に実施します。 
 

1-2 商品開発プロジェクトの目的と範囲  

商品開発プロジェクト（以下「本事業」という。）は、伝統工芸品の職人等（以下

「支援事業者」という。）が、異業種との協働による、現代のライフスタイルに合っ

た商品の開発を支援することで、東京の伝統工芸品のブランド価値を高め、東京の

伝統工芸品産業の活性化に寄与することを目的とします。 
 

 

 

 
 

 

  

本事業の範囲 
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1-3 本事業のスケジュール 

 

 
※スケジュールの詳細は P5以降に記載の『３．支援の流れ』で詳しく解説します。 

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって、スケジュール変更の可能性があります。  

プレエントリー
（ 5/８（月）～ 5/31（水））

本申込み
（ 5/17（水）～5/31（水 ））

事業者紹介動画視聴
（ 5月中旬～順次公開 ）

商品開発計画書の提出
（ 8月31日（木）必着 ）

試作品の提出
( 10月31日（火）必着 ）

ビジネスパートナー書類選考
（6月上旬）

マッチング会
（ 6/26（月）～6/29（木））

完成品の提出
（ 令和6年２月29日（木）必着 ）

通過者のみ

完成品認定・普及促進支援商品選定委員会
（令和6年3月）

商
品
開
発
期
間

開発チーム組成報告書の提出
（ 7月6日（木）必着 ）

事業者紹介動画撮影
（ ～５月中旬 ）

参加者決定
商品開発アドバイザー配置

参加申込書提出
（ 4/11（火）～4/18（火） ）

市
場
調
査
Ⅱ
期

市
場
調
査
Ⅰ
期

テストマーケティング
（ 11月下旬～12月上旬）

伝統工芸品事業者 ビジネスパートナー

・
・
・

経費補助
対象期間
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2. 応募概要 

2-1 応募資格 

中小企業基本法（昭和 38年法律第 154号）に規定する中小企業者であって、a)～c） 

のいずれかに該当し、ア～ケのすべてを満たす方。 

 

a)  東京都知事が指定する伝統工芸品（☞P.12  5-10)を製作しており、かつ、都

指定品目の産地組合等に所属する事業者 

b) 葛飾区等、都内区市町村が指定する伝統工芸品を製作する事業者 

c) 東京都知事が指定する伝統工芸品と同等の技術又は技法及び原材料を使用して

伝統工芸品を製作しており、かつ、東京マイスターや無形文化財等の職人を有

する等、一定の能力が認められる事業者 

   ア 令和４年度の本事業に参加し、令和５年度の普及促進プロジェクトの支援を受

けていないこと 

   イ メールの送受信等の基本的な PC操作ができること 

   ウ 原則、都内近郊に事業所を有すること 

   エ 同一テーマ・内容で公社が実施する他の事業に申請していないこと 

   オ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、事業の継続性について不確実な状

況が存在しないこと 

   カ 事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること 

   キ 東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54 号）に規定する暴力団関係

者又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第

122号）第 2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象とし

て社会通念上適切でないと判断される業態を営むものではないこと 

   ク 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション（送り付け商法）、催眠商法、霊

感商法など公的資金の支援先として適切でないと判断する業態を営むものでは

ないこと 

   ケ その他、公社が公的資金の支援先として適切でないと判断するものではないこ

と 
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2-2 応募方法 

公社ホームページ上より支援申込書をダウンロードし、P.13 記載の記入例を参考

に作成、実印（印鑑登録済みのもの）を押印の上、受付期間内に下記へ郵送下さい。 

（受付期間：令和５年４月１１日（火）～令和５年４月１８日（火）必着） 

 

【送り先】 

〒１２５－００６２  東京都葛飾区青戸７－２－５ 

（公財）東京都中小企業振興公社 総合支援部 城東支社 

「東京手仕事」商品開発プロジェクト事務局 宛 

 

 

2-3 応募における注意事項 

   ・応募要領及び申込書は公社ホームページよりダウンロードの上、ご利用くださ

い。公社で印刷の対応はできません。 

・応募は１事業者につき１件に限らせていただきます。同一の代表者、（共同代表

者も含む）が経営する複数の事業者による申請は受付できません。 

・提出された書類一式は返却致しません。 

・応募にかかった費用は事業者負担となります。 
 

2-4 支援決定 

 ・支援事業者の上限は 20者程度を予定しています。 

・応募者多数の場合は、下記①②の順に支援決定いたします。 

① 応募資格 a）の方 

② 普及促進プロジェクトへの参加回数が少ない方 

・受付期間終了時に定員に達していない場合は、追加募集を行うことがあります。 

・支援事業者として決定した際は、メールにてその旨を通知します。 
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3. 支援の流れ 

3-1 商品開発アドバイザーの配置 

支援が決定した支援事業者に対して、専任の商品開発アドバイザーを配置します。

商品開発アドバイザーは、チームを組むビジネスパートナー（デザイナー等）の選考、

商品開発期間中の助言・指導並びに進行管理まで一貫支援します。商品開発アドバイ

ザーと連携して本事業を推進して下さい。 

※ 商品開発アドバイザーは、支援事業者の意思決定に対する助言を行うものであり、

各種報告書の作成等の業務を代行するものではございません。最終判断・行動等は支

援事業者の責任にてお願いします。 

 

3-2 事業者紹介動画撮影・PRシートの作成 

   協働製作するビジネスパートナー（デザイナー等）を募集するにあたり、支援事業

者や工房を紹介する動画を作成・配信します。動画作成の他、支援事業者の業務内容

や、本事業で取り組みたいことなどをまとめたＰＲシートを支援事業者ご自身で作成

していただきます。 

 

※事業者紹介動画やＰＲシートは、支援事業者とプレエントリーをしたビジネスパー

トナーのみ閲覧できます。 

 

3-3 ビジネスパートナー参加者募集 

下記時期に本事業への参加を希望するビジネスパートナーを募集します。 

 

【ビジネスパートナー募集期間】 

プレエントリー 令和５年５月 ８日（月）～令和５年５月３１日（水） 

本申込   令和５年５月１７日（水）～令和５年５月３１日（水） 

   

  ※マッチング前のビジネスパートナー候補との接触は厳禁です。 

 

3-4 ビジネスパートナー書類選考 

ビジネスパートナーより提出された書類を公社が取り纏め、メールにてお送りいた

します。お手元に到着後、商品開発アドバイザーとともに、書類選考を行い、マッチ

ング会での面談予定者を決定していただきます。 

 

3-5 マッチング会 

商品開発で協働したいビジネスパートナーのマッチング会を公社が提供する会場に

て行います。詳細は確定後ご連絡いたします。 

 

【マッチング会日程】 

令和５年６月２６日（月）～６月２９日（木）のうち、１日間 
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3-6 開発チーム組成報告書の提出 

マッチング会での面談結果を踏まえ、共に開発を行うビジネスパートナーを決めた

支援事業者は、開発チーム組成報告書をご提出頂きます。 

提出期日：令和５年７月６日（木） 

 

※開発チームとは、支援事業者１者、ビジネスパートナー１者、商品開発アドバイ 

 ザー１者の計３者で構成されます。支援事業者、ビジネスパートナーともに複数 

のチーム組成をすることはできません。 

※複数の支援事業者が同じビジネスパートナーを希望した場合、ビジネスパートナ 

ーに共に開発を行う支援事業者を選択して頂きます。 

 

3-7 商品開発計画書の提出 

開発チームは、開発する商品の概要や商品完成までの予定等を記入した 

「商品開発計画書」をご提出頂きます。 

「商品開発計画書」提出後、公社の認定を受けて頂きます。 

認定後すみやかに商品開発に着手して下さい。 

 

提出期日：令和５年８月３１日（木） 

 

3-8 試作品及び試作報告書の提出 

開発チームは、「試作品（１部）及び試作報告書」をご提出頂きます。 

「試作品（１部）及び試作報告書」提出後、公社の認定を受けて頂きます。 

ご提出頂いた試作品は、テストマーケティング等に活用します。 

 

提出期日：令和５年１０月３１日（火） 

 

※ 試作品のご返却は令和６年４月以降となります。一時返却・貸し出しは一切ご対

応できません。提出後も試作品が開発に必要な場合、試作品を複数ご準備下さい。 

 

3-9 完成品及び商品開発完了報告書の提出 

全ての開発活動が完了した開発チームは、「完成品（１部）及び商品開発完了報告

書」を提出して頂きます。 

 

提出期日：令和６年２月２９日（木） 

 

3-10  完成品認定・普及促進支援商品選定委員会 

公社は、提出された「完成品（１部）及び商品開発完了報告書」に基づき、令和６

年３月中旬に完成品認定・普及促進支援商品選定委員会を実施し完成品の認定と普及

促進支援商品の選定を行います。 

選考結果は、メールにてお知らせします。選考の経過・結果に関するお問い合わせに 

はお答え致しかねます。  
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【完成品認定会議】 

公社は完成品認定会議を開催し、その完成品認定を行います。 

 

【普及促進支援商品選定委員会】 

普及促進プロジェクトにて支援を受けられる商品の選定を行います。 

１ 支援商品に選定された場合、完成品について別に指定する日（商品発表会 

を予定）まで公表・販売することはできません。 

また、ご提出頂いた完成品は普及促進支援終了（令和８年３月終了予定）まで 

PR・プロモーション活動に使用するため、公社でお預かりします。 

２ 支援商品に選定されなかった場合、完成品について令和６年４月１日から 

公表・販売することができます。ただし、「東京手仕事」というプロジェクト名・ 

ブランド名を使用することはできませんのでご注意下さい。 

なお、ご提出頂いた完成品は令和６年４月以降順次ご返却します。 

 

3-11  普及促進プロジェクトでの支援 

「3-10完成品認定・普及促進支援商品選定委員会」にて支援商品に選定された場合、

普及促進プロジェクトの支援を２年間受けられます。 

 

【普及促進プロジェクト概要】 

 

a) ブランディング活動 

「東京手仕事」のブランド価値を高めるために、オフィシャルロゴを有効活用し、 

商品カタログの製作、国内外展示会、「東京手仕事」商品取扱店舗の装飾、POP、そ 

の他ビジュアルマーチャンダイジング等を用いたブランディング活動を行います。 

 

b) ＰＲ・プロモーション活動 

ＴＶ、新聞、雑誌、インターネット等のマスメディアを使い、支援事業者や商品 

に関する広報活動を行います。また、「東京手仕事」ブランドの認知拡大や販売促進 

のため、各種関連イベントや催事へ出展を行います。 

 

c) 国内外の展示会への出展 

国内外の展示会に出展します。 

※会場までの交通費（海外の場合、渡航費、滞在費含む）、出品のための配送費

（海外除く）は支援事業者負担となります。 

 

d) 常設店舗での販売 

「東京手仕事」の支援商品を販売する常設売場やその商圏特性に合った商品を販売

する販売コーナー等で支援商品の販売を行います。 
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4. 支援の内容 

4-1   支援体制 

   

 

 
 

 

 

 
 

4-2  支援内容 

  本事業では、以下 a)～e）の支援を受けることができます。 

a)  ハンズオン支援 

 

支援決定後から支援終了まで商品開発アドバイザーによる進行管理や取り組み

内容への助言等の支援を受けられます。 

 

b) 市場調査 

 

開発チーム組成後に、売れる商品づくりのための市場調査を行います。 

 

c) テストマーケティング 

 

試作品を使用し直接消費者からの意見や感想を得て、商品の仕上げに向けた検証

を行っていただきます。実施場所は公社が提供する常設店舗等を予定しています。 

商品開発
アドバイザー

支援事業者

ビジネスパートナー

業務委託

商品開発に関する支援

商品開発に関するデザイン、
ノウハウ、アイディアを提供

公社
事務局

連絡窓口

開発チーム

【開発チーム 相関図】 

 

 

 

【開発チーム 役割】 
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d) 経費補助 

 

   支援事業者に対し、試作品及び完成品に係る経費を補助します。 

原則として、経費補助期間内に発注・納品・支払いが完了した経費で、支援事業者

が支払った「対象経費」のみ補助対象となります。 

 

経費補助期間：「商品開発計画書」提出日の翌日から令和６年２月２９日（木）まで 

 

 

経費補助額 補助率 対象経費 

最大 30万円※ 10/10 

① 原材料費・副資材費 

② 工具器具費 

③ 委託外注費 

      

※この補助は、30万円以内での製作を推奨するものではありません。可能な

範囲で、より良い完成品を目指していただくようお願いします。 

※輸入規制や希少価値が高い等の理由で、経費補助期間外の購入品の活用を希

望する場合は、事前に公社にご相談ください。 

 （例）鼈甲、象牙、銀、貴重な木材等 

※P.10記載の５-１支援の中止、５-２提出物の不認定、５-３支援の取り消し 

に該当する場合、経費補助は申請できません。 

 

e)ビジネスパートナーの委託料負担 

 

公社は次の条件を満たした時に、ビジネスパートナー（デザイナー等）に対して

委託料をお支払いします。 

(1) 「商品開発計画書」を公社が認定したとき：３３万円（税込） 

(2) 「試作品・試作報告書」を公社が認定したとき：３３万円（税込） 

(3) 「完成品・商品開発完了報告書」を公社が認定したとき：３３万円（税込） 

※P.10記載の５-１支援の中止、５-２提出物の不認定、５-３支援の取り消し 

に該当する場合、ビジネスパートナーの委託料は支払われません。 

 

4-3  商品の知的財産権について 

   商品に関するすべての知的財産権は、商品開発計画策定後、公社からビジネスパー

トナーへ一定の対価をお支払いすることにより、一時的に公社に移転します。また、

その知的財産権は、商品開発期間終了後、原則、支援事業者に移転します。（※） 

ただし、ビジネスパートナーが商品開発計画書策定以前から引き続き保有する知的財

産権を活用して商品開発を行う場合、当該知的財産権の内容を商品開発計画書に明記

することで、移転対象外の知的財産権とすることができます。 

（※）本事業における知的財産権は、協定書締結後、支援事業者へ移転します。 
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5. その他本事業に関する事項 

 

5-1 支援の中止 

支援事業者は、（１）～（４）に該当する場合、あらかじめ「中止申請書」を公社へ提

出し、その承認を受けて頂きます。 

（１）「商品開発計画書」「試作品及び試作報告書」「完成品及び商品開発完了報告書」

が提出期日までに提出できないとき 

（２）支援事業者が本「応募要領（事業者版）」に記載する応募資格を満たさなくなっ

たとき 

（３）ビジネスパートナーが「応募要領（ビジネスパートナー版）」に記載する応募資

格を満たさなくなったとき 

（４）その他、支援事業者又はビジネスパートナーの事由により、本事業を中止する

とき 

 

5-2 提出物の不認定 

P.6記載の３－７商品開発計画書の提出、３―８試作品及び試作報告書の提出又は３－

９完成品及び商品開発完了報告書の提出、による各提出物が認定されなかった場合、本

事業における支援は終了するものとします。 

 

5-3 支援の取り消し 

公社は、商品開発を行う者及びその関係者が次のいずれかに該当した場合は、支援の

全部又は一部を取り消し、不正の内容等の公表を行うことができます。また、経費補助

の返還を命じることができ、補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じた違約

加算金を納付させることができます。 

（１）支援決定の内容と異なる事実が認められたとき。 

（２）偽り、隠匿その他不正の手段により経費補助の交付を受けたとき又は受けよう

としたとき（キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する経費

補助を偽ることを含む。）。 

（３）経費補助を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき。 

（４）ア～カの事実が判明したとき。 

ア 虚偽が判明した場合 

イ 誹謗中傷を含むもの・ことが判明した場合 

ウ 著作権その他第三者の権利を侵害しているものであることが判明した場合 

エ 公序良俗その他法令の定めに反するものであることが判明した場合 

オ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、本事業の継続性について不確 

  実な状況が存在することが判明した場合  

カ 応募資格を満たさなくなった場合 

（５）支援決定の内容又はこれに付した条件、決定に基づく命令に違反したとき。 

（６）申請日までの過去５年間又は申請日から経費補助を支払う日までの間に、法令

に違反したとき。 

（７）申請日までの過去５年間又は申請日から経費補助を支払う日までの間に、公

社・国・都道府県・区市町村等が実施する事業等に関して、不正等の事故を起

こしたとき。 

（８）東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54 号）に規定する暴力団関係 

者であること又は風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律（昭和 23
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年法律第122号）第２条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の

対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと若しくは

営んでいることが判明したとき。 

（９）公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション（送り付け商法）、催眠商法、霊

感商法など公的資金の経費補助先として適切でない業態を営んでいた又は営ん

でいると判断したとき。 

（10）その他、公社が支援事業又は支援事業者として不適切と判断したとき。 
 

5-4 機密保持 

支援事業者は、本事業における仕様書、図面等の文書及び試作品、完成品等の物品並

びに知識、アイデア等の機密情報について、厳重に保持するものとし、本事業遂行の目

的以外に使用してはならないものとします。 

 

5-5 個人情報保護 

支援事業者は、法令等に従い、個人情報保護に関して善良なる管理者としての注意義

務を尽くし、本事業で扱う個人情報を慎重かつ適切に取り扱うものとします。 

 

5-6 支援決定通知書、応募要領、及び事務の手引きの遵守 

支援決定通知書、募集時に公社が公開した『応募要領』及び開発チーム組成後に公社

が交付する『事務の手引き』で要求される事柄の遵守を条件とします。その不遵守は、

４－２（ｄ）の「経費補助」に影響するだけでなく、５－３の「支援の取り消し」の対

象となることがあります。 

 

5-7 表彰 

完成品認定を受けた商品のうち、特に優秀で東京都の伝統工芸品産業振興に資する商 

品に対し、商品発表会で以下の賞を授与します。 

※ 賞金は、支援事業者に対してお支払いします。 

 

■ 東京都知事賞（賞金１００万円） 

■  （公財）東京都中小企業振興公社理事長賞（賞金５０万円） 

■ 優 秀 賞（賞金３０万円） 

 

5-8 商品発表会 

支援商品を広く周知するため、商品発表会を行います。商品発表会は令和６年５月以

降に開催予定です。 

 

5-9 シンボルマーク 

 

普及促進支援商品の製作、販売を行う支援事業者は、原則として、公社指定のシンボ

ルマーク・ロゴタイプ・シグネチュアシステムを使用するものとします。 
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5-10 伝統工芸品について知りたい方へ 

「東京の伝統工芸品」は、現在 42品目を東京都知事が指定しています。東京都産業労  

働局の Web サイト「東京の伝統工芸品～江戸から伝わる匠の技～」でご紹介しています

のでご覧下さい。 

  

〇東京都 産業労働局「東京の伝統工芸品～江戸から伝わる匠の技～」（「東京の伝 

統工芸品」で検索） 

https://www.dento-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/items/index.html 

 

5-11 知的財産について相談したい方へ 

公社が運営する東京都知的財産総合センターでは、知的財産（特許・意匠・商標・ 

著作権等）に関する相談に、専門知識と経験を有する専門家が対応しています。 

詳細は東京都知的財産総合センターホームページの「相談について」をご覧下さい。 

 

〇「相談について」（東京都知的財産総合センターホームページ → 「相談」） 
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/service/index.html 

     城東支援室 TEL：０３－５６８０－４７４１ 

 

5-12 個人情報の取り扱い 

応募された個人情報については、本事業の運営の目的に使用し、それ以外の目的に

は使用いたしません。(公財)東京都中小企業振興公社「個人情報の保護に関する要綱」

（ホームページよりダウンロード可）に基づき取り扱います。 

 
 

  

https://www.dento-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/items/index.html
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/service/index.html
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印鑑登録済みの実印

を押印ください 

【事業者用】 令和５年度「東京手仕事」商品開発プロジェクト 支援申込書 

1　　基本情報

■　申請者

①

②

２　商品開発について

（１）開発したい商品の構想はありますか？

→

（２）生かしたい伝統工芸技術を教えてください。

３　過去の普及促進プロジェクトへの参加回数を教えてください。

回

４　商品開発終了後の普及促進支援プロジェクト（２年間）へ参加を希望しますか？

※　参加が確約されている訳ではありませんのでご承知おきください。

　応募にあたり、応募要領（事業者版）の内容を確認し、上記のとおり申込みいたします。

令和 5 年 4 月 〇 日

印

有限会社AOTO SEVEN

城　とう子

該当する

伝統工芸品目

　構想がある 具体的な内容 提灯以外の球体に手描きをして、若年層を意識した新たな商品として売りたい。

　構想はないためビジネスパートナーから提案してほしい

球体の形状に合わせて、直線・曲線を美しくかつ自然に描ける江戸手描き提灯の技術。

1

はい いいえ

企業名・屋号:

代表取締役・代表者氏名:

bの場合
所属組合

団体名

cの場合 資格技術

連絡先電話番号

【必須】
03-〇〇〇〇-〇〇〇〇

連絡先メールアドレス

【必須】
aoto@seven.com / kazuko@seven.com

aの場合
所属組合

団体名
東京提灯業組合

参加資格要件【必須】

下記から該当する要件をお選びください。
a

東京提灯業組合
年齢

【必須】
49

職人歴

【必須】
29

連絡窓口担当者

（いる場合のみ）
城　一子

事業形態

【必須】
法人 個人

代表製作者

【必須】
城　東一郎

伝統工芸品目

【必須】

企業名・屋号

【必須】
有限会社AOTO SEVEN

代表取締役・代表者氏名

【必須】
城　とう子

所在地

【必須】
〒〇〇〇-〇〇〇〇　　東京都葛飾区青戸〇-〇-〇

a) 東京都知事が指定する伝統工芸品を製作しており、かつ、都指

定品目の産地組合等に所属する事業者

b) 葛飾区等、都内区市町村が指定する伝統工芸品を製作する事業

者

c)  東京都知事が指定する伝統工芸品と同等の技術又は技法及び原

材料を使用して伝統工芸品を製作しており、かつ、東京マイス

ターや無形文化財等の職人を有する等、一定の能力が認められる

事業者

記入例 


